
公募型プロポーザル方式に係る手続開始のお知らせ 

 

次のとおり提案書の提出を求めます。 

なお、本業務に係る契約の締結は、当該業務に係る令和８年度予算が成立し、予算の配当

がなされることを条件とするものです。 

 

  令和８年３月４日 

世田谷区 

１．事業概要 

（１）件  名 

世田谷区災対医療衛生部震災及び風水害時職員行動マニュアル改定・作成業務委託 

 

（２）目  的 

災害発生時の世田谷区災対医療衛生部の行動を記載している「災対医療衛生部 世田谷

区震災時職員行動マニュアル」について、現在使用しているマニュアルは令和元年に改定

したものであり、令和元年以降に対応してきた活動場所の変更、医療救護体制の見直し、

改定した地域防災計画の内容等が反映されていない状況であることから、全面的に改定す

る必要がある。また、風水害時の職員の具体的な行動についても、現在はタイムラインの

みの策定であり、具体的な職員の参集基準や職員の行動等が明示されていない状況である。 

このような状況から、現行の災対医療衛生部の職員行動マニュアルに記載の全班の業務

内容見直しおよび大幅な改定、風水害時の職員行動マニュアルの新規策定が必要となるた

め、実行性を確保した実用的な職員行動マニュアル改定および策定を行う。 

 

（３）履行期間 

  契約締結日から令和９年３月３１日まで（予定） 

  ※災対医療衛生部内の検討状況によって、令和９年度も引き続き同じ事業者と特命随意

契約を締結する可能性がある。なお、契約は単年度ごとに締結し、前年度の履行内容

が良好と認められること及び当該年度における予算配当があることを契約締結の条

件とする。 

 

（４）履行内容（震災時職員行動マニュアルの改定） 

①実施計画の立案 

本業務の目的・作業内容について十分把握し、実施方針・検討条件・検討方法・実施体

制・スケジュール等を整理して、契約締結後直ちに実施計画を立案する。 

②問題点の洗い出し及び課題整理 

  現在の「災対医療衛生部 世田谷区震災時職員行動マニュアル」から、現状の問題点を

洗い出し、改善すべき課題を抽出する。 

 



③班ごとの役割分担、実施事項の再整理 

班ごとの役割分担や実施事項に関する修正内容を抽出、調査・分析し、「災対医療衛生

部 世田谷区震災時職員行動マニュアル」への反映事項の検討を行う（必要に応じて新た

な班を設置する等の検討も行う）。 

④見直し案の作成 

②、③の結果を踏まえ「災対医療衛生部 世田谷区震災時職員行動マニュアル」見直し

案を作成する。 

⑤各班への照会 

修正案を基にして各班への照会を行い修正事項の確認を行う。確認の結果を修正事項と

してとりまとめる。修正案の照会（確認資料の配布、収集）は区で実施する。 

⑥改定案の立案 

以上の調査・分析および各班への照会の結果等を踏まえ、「災対医療衛生部 世田谷区

震災時職員行動マニュアル」の改定案を立案する。 

 

（５）履行内容（風水害時職員行動マニュアルの策定） 

①実施計画の立案 

本業務の目的・作業内容について十分把握し、実施方針・検討条件・検討方法・実施体

制・スケジュール等を整理して、契約締結後直ちに実施計画を立案する。 

②構成検討 

「世田谷区風水害対応タイムライン（防災行動計画）」および「世田谷区風水害対応タ

イムライン 集中豪雨版」をもとに、マニュアルの目次構成案を検討、作成する。 

③問題点の洗い出し及び課題整理、風水害対応の情報収集 

現行の「世田谷区風水害対応タイムライン（防災行動計画）」および「世田谷区風水害対

応タイムライン 集中豪雨版」から問題点を洗い出し、検討するとともに、過去の風水害

対応の実施事項、問題点等の収集、分析を行う。 

④班（または各課）ごとの役割分担、実施事項の整理 

上記（４）で立案する職員行動マニュアルの対応事項を踏まえて班（または各課）ごと

の役割分担や実施事項を整理する。この際、過去の風水害時の対応経験を踏まえて実施事

項を検討する。 

⑤策定案の作成 

②から④の結果内容を踏まえ「災対医療衛生部 世田谷区風水害時職員行動マニュアル」

策定案を作成する。 

⑥各班（または各課）への照会 

策定案を基にして各班（または各課）への照会を行い修正事項の確認を行う。確認の結

果を修正事項としてとりまとめる。策定案の照会（確認資料の配布、収集）は区で実施す

る。 

⑦策定案の立案 

以上の調査・分析および各班（または各課）への照会の結果等を踏まえ、「災対医療衛生



部 世田谷区風水害時職員行動マニュアル」の策定案を立案する。 

 

（６）成果物 

本委託業務に係る成果物は下記のとおりとする。なお、成果物の管理及び権利の帰属は

ホームページ掲載も含め全て委託者のものとし、委託者が承諾した場合を除き受託者は成

果物を公表してはならない。 

①災対医療衛生部 世田谷区震災時職員行動マニュアル（改定版）  １式 

②災対医療衛生部 世田谷区風水害時職員行動マニュアル（新規策定）１式 

③上記①②の電子ファイル一式（ＣＤ－Ｒ及びＵＳＢメモリ）   各１式 

※電子ファイルは PDF形式及び Office365形式（Word、Excel、PowerPoint等）の双方で、

IRM（Information Rights Management）等による制限を解除した状態で納入すること。

また、文書内に画像データや表形式データ等を挿入した場合は、それらの個別データに

ついても IRM等による制限を解除し、挿入先ページをファイル名により判別できる形で

漏れなく納入すること。 

※電磁記録媒体の納品時は、納品前に最新のソフトウェアを用いてウイルスチェックを行

うこと。成果物にはウイルスチェックを行った日付、使用したソフト名、件名を明記す

ること。 

【納入場所】世田谷保健所健康企画課 

（世田谷区世田谷４－２４－１ 世田谷区役所 城山分庁舎３階） 

 

２．参加者の資格要件 

 次の要件をすべて満たす法人であること。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項（同令第１６７

条の１１第１項において準用する場合も含む。）の規定に該当しないこと。 

（２）世田谷区の競争入札参加資格名簿に登録されていること。 

（３）世田谷区から入札参加禁止又は指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 

（４）都道府県民税・市区町村民税に滞納がないこと。 

（５）現在、又は過去５年以内に調査・分析・評価に基づく災害に関するマニュアルの策定

又は改定のいずれかを行政機関もしくは自治体から受託した実績があること。 

（６）（一財）日本情報経済社会推進協会「プライバシーマーク」又は「情報セキュリティ

マネジメントシステム（ＩＳＭＳ）適合性評価制度」認証を取得（取得申請中も含む）

していること。（※証明資料を提出すること） 

（７）「世田谷区災対医療衛生部震災及び風水害時職員行動マニュアル改定・作成業務委託

事業者選定委員会」の委員が主宰、役員、顧問及び所属をしている事業者でないこと。 

構成員は以下の通り。 

委員長：世田谷保健所長 向山晴子  

委 員：危機管理部危機管理監 永池昌直 

委 員：危機管理部災害対策課長 竹越学 



委 員：世田谷保健所副所長（健康企画課長事務取扱） 桐山徳幸 

委 員：世田谷保健所副参事（健康危機管理担当） 日髙雄三 

委 員：世田谷保健所副参事（保健師統括担当） 高橋久美 

委 員：世田谷保健所健康推進課長 真鍋太一 

委 員：世田谷保健所感染症対策課長 高橋千香 

委 員：世田谷保健所生活保健課長 中塩屋大樹 

  ※上記の委員は公告時点のものである。人事異動等により、委員の変更があった場合は、

区は、本プロポーザルにかかる利害関係の有無について、変更後の委員からの聞き取

り等により確認する。仮に利害関係があることが判明した場合は、当該委員を速やか

に交代又は審査から除外するものとする。 

 

３．提案書の提出者を選定するための基準 

本件では、提出者の選定を行わず、参加資格の確認のみを行う。 

 

４．審査基準 

※最低基準点は６割とする。総合計点の６割に満たない場合は失格とする。 

① 経営理念等について 

② 「２．参加者の資格要件」の（５）に記載の業務の受託実績に関する事項 

③ 業務実施体制について 

④ 業務の全体方針について 

⑤ 各業務の実施方針について 

⑥ その他追加提案に関する事項 

⑦ 見積金額の妥当性 

 

５．審査方法 

（１）審査するにあたり、区職員で構成する選定委員会を設置する。選考は、「４．審査基

準」に基づき提案書、見積書、プレゼンテーションにより総合的に審査を行い、評価点

の最も高い事業者を契約候補者として選出する。 

（２）第一次審査は書類審査とし、合格点は６割以上とする。合格者が４社を超える場合は、

得点順に上位４社を第二次審査に進める。なお、４社以下の場合は、第一次審査は実施

せず、自動的に第二次審査に進めることとする。 

（３）第二次審査では、プレゼンテーション（オンライン）を行う。 

  日程：令和８年５月１９日（火）（予定） 

※第一次審査を実施しない場合は、日程を前倒しする可能性がある。 

※時間等の詳細は別途電子メールで通知する。 

（４）第一次審査の点数は、第二次審査に引き継がれるものとする。第二次審査の採点の結

果、合計点数の最も高い事業者を随意契約予定事業者として選定する。 

 



６．手続等 

（１） 担当部課 

〒154-0017 世田谷区世田谷四丁目２４番１号 城山分庁舎３階 

世田谷区世田谷保健所健康企画課 

担当 松本・國重 

電話 03-5432-2472 FAX 03-5432-3019 

 

（２） 実施要領兼説明書の交付期間、場所及び方法 

①期間：令和８年３月４日（水）から３月１８日（水）午後３時まで 

②場所：世田谷区ホームページで公開 

世田谷区トップページ > 区政情報 > 契約・入札情報 > 発注情報 > 現在実施

中のプロポーザル情報 > 福祉・健康 

ページ ID：３１５６９ 

③方法：世田谷区ホームページからのダウンロード 

 

（３） 参加表明書の提出期限、場所及び方法 

プロポーザルへの参加を希望する事業者は、「２．参加者の資格要件」を確認の上、「参

加表明書」に必要事項を記入して代表者印を押印し、その他提出書類一式と併せて提出す

ること。参加表明書の記載内容や提出方法について質問がある場合は、電話等で受け付け

る。 

①提出書類 

ア 参加表明書（別紙を含む） １部 

イ 最新年度の納税証明書（都道府県民税・市町村民税） １部 

    ※発行から３か月以内のもので、写し不可とする。 

ウ 「２．参加者の資格要件」の（５）受託実績を確認できる書類（契約書の写し等） 

１部 

エ 「２．参加者の資格要件」の（６）認証取得(取得申請中)を確認できる書類の写し 

 １部 

②提出期限：令和８年３月１８日（水）午後３時まで（必着） 

③提 出 先：「６．手続等（１）担当部課」に同じ 

④提出方法：事前に電話連絡の上、持参または郵送（郵便書留に限る、受領期限必着）に

て提出すること。 

 

（４） 質問について 

提案書及び見積書の作成に関する質問及び回答については、公平を期するために電子

メールで行い、内容については取りまとめた上、本件参加表明者の全員に配信する。質問

送付先の電子メールは招請通知（参加資格結果通知）に記載する。ただし、参加表明書の

記載内容や提出方法に関する質問についてのみ、土日祝日を除く午前９時から午後３時



まで電話でも随時受け付ける。 

  期限：令和８年３月３１日（火）午後３時まで 

  回答：令和８年４月７日（火）（予定） 

 

（５） 提案書の提出期限、場所及び方法 

① 提出期限：令和８年４月２１日（火）午後３時まで 

     ※期間中の受付は土日祝日を除く午前９時から午後３時まで 

② 提出場所：上記「６．手続等（１）担当部課」に同じ 

③ 提出方法：電子メール（郵送不可） 

        ※電子メールは、件名冒頭に「【職員行動マニュアル改定等業務委託】」と

明記の上、送信後、上記「６．手続等（１）担当部課」に記載の電話番

号に必ず連絡すること。 

 

７．その他 

（１）提案書が特定された事業者を、本件業務委託契約の随意契約の相手方となるべき候補

者とする。 

（２）手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 

（３）契約保証金 不要 

（４）契約書作成の要否 要 

（５）当該業務に直接関連する他の業務の委託契約を当該業務の委託契約の相手方と随意契

約により締結する予定の有無 無 

（６）本事業に係る契約の締結は、当該事業に係る令和８年度予算が成立し、予算配当がさ

れることを条件とする。 

（７）本業務の全部又は一部の処理を第三者に再委託してはならない。ただし、あらかじめ

区の承諾を得た場合はこの限りではない。 

（８）契約方法は、総価契約とする。 

（９）関連情報を入手するための照会窓口は、「６ 手続等（１）担当部課」に同じ。 

（10）区は、この案件に参加を表明した者及び提案書を提出した者の商号・名称並びに提案

書を特定した理由（審査経過等）を公表することができる。 

（11）提案書類等の著作権は参加者に帰属するが、区において情報開示等必要な場合は、当

該提案書類等の内容を無償で使用できるものとする。また、成果物の著作権は、ホーム

ページへの記載も含め、区に帰属する。 

（12）参加表明書及び提案書の作成・提出などにかかる費用については、世田谷区では一切

負担しない。 

（13）提出期限以後の参加表明書及び提案書の差替え又は再提出は認めない。 

（14）提案者から提出された書類は返却しない。また、審査に必要な範囲で複製することが

ある。 

（15）提出された書類の記載事項に虚偽のあることが判明した場合、その参加者は失格とす



る。 

（16）本プロポーザルは事業者の選定のみを目的としており、提案の内容に区は拘束されな

い。 

（17）詳細は実施要領兼説明書による。 

（18）本件に関して区から受領した資料等は、区の許可なく公表、転載及び引用することは

できない。 

（19）提案書の提出後に「２．参加者の資格要件」の要件に該当しないこととなった者は、

提案書審査及び契約交渉の対象としない。 


